
 １　 プランの位置づけ

◇◇ 本プランは、男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に規定されている「市町村男女共

同参画計画」に当たります。

◇◇ 本プランは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第 6 条第 2 項に規定

されている「市町村推進計画」を包括します。

◇◇ 本プランは、富士市男女共同参画条例第 10 条に基づく計画です。

◇◇ 本プランは、「第３次富士市男女共同参画プラン」を発展的に継承し策定しています。

第３章　プランの基本的事項
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  ２ 　プランの期間

　本プランは、社会情勢等の変化に対応するため、また、国の「第 5次男女共同参画基本計画」

と県の「第 3次静岡県男女共同参画基本計画」の計画期間に合わせ、5年計画とします。

　本市の最上位計画である「第六次富士市総合計画」の計画策定の延期を受け、本プランの

計画期間を、当初予定していた令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度までの 5年間から、

令和 4（2022）年度から令和 8（2026）年度までの 5年間に変更します。

 ３ 　プラン策定の視点

　前記７つの現状分析から、「固定的な性別役割分担意識の払拭やジェンダー平等などの男女

共同参画の理念の浸透」「ワーク・ライフ・バランスの推進による女性活躍の実現」「男女で分

かち合う育児や介護」「特にコロナ禍で増加した女性の自殺者やＤＶ被害、生活に困難を抱え

ている人の問題」などの課題が明らかになりました。

　これらの課題は、それぞれ別々に分けて考えるものではなく、関連し合っているため、今回

の「第 4次男女共同参画プラン」では、横断的視点として「あらゆる分野でのアンコンシャス・

バイアス（無意識の思い込みや偏見）の払拭と誰一人取り残さないジェンダー平等社会の実現」

を位置づけるとともに、第 3次プランにおける８つの「施策の方向」を 4つの「基本目標」に

まとめました。

　さらに、それぞれの基本目標の下に「施策の方向」と「施策」を設け、それぞれの「事業」

を明確に体系づけました。
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 ４　 プランの目標と基本理念
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 ５ 　プランの体系図
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 ６ 　主な成果指標

基本目標１　　あらゆる場面への男女共同参画の理念の浸透

基本目標２　　ワーク・ライフ・バランス推進と男女活躍社会の実現
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基本目標３　　生涯を通じた心身の健康維持・増進

基本目標４　　個性を尊重し多様性を持って共存する社会の実現

注）本プランにおける５年後の各目標値に対する達成率は、直近の調査結果に

  よるものとします。
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